
 

 
 

 

１ 各種許可・協議・届出 

 (1) 都市計画法に基づく都市計画施設等の区域内における建築の許可 

許可件数 

6 

 (2) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取り希望の届出・申出 

届出・申出件数 面積（㎡） 

3 175,358.42 

 (3) 国土利用計画法に基づく届出等 

土地売買等届出 

受理件数 面積（㎡） 処理件数 

35 459,649.58 
不勧告 取下げ 

35 0 

 (4) 駐車場法に基づく届出 

届出件数 

1 

 

２ 審議会等の開催状況 

(1) 米子市都市計画審議会 

開催日 審議事項 

令和 2 年 6 月 29 日 

米子境港都市計画用途地域の変更について 

米子境港都市計画特別用途地区大規模集客施設制限地区の変更について 

米子境港都市計画臨港地区米子港臨港地区の変更について 

米子境港都市計画道路８・７・１号米子駅南北自由通路の変更について 

米子境港都市計画道路３・３・７号米子駅境線の変更について 

米子境港都市計画道路３・４・１８号米子駅目久美町線の変更について 

米子境港都市計画地区計画米子駅地区地区計画の変更について 

淀江都市計画一団地の住宅施設淀江リタイアメント・グリーンコミュニテ

ィの変更について 

令和 3 年 3 月 25 日 米子境港都市計画地区計画蚊屋東地区地区計画の決定について 

 

３ 中心市街地活性化関係 

 (1) 中心市街地活性化基本計画関係 

  ア 中心市街地活性化基本計画の推進 

中心市街地活性化協議会と連携し、角盤町商店街振興組合を核として「角盤町中心市街地にぎわい創出 

プロジェクト会議」を組織し、今後の角盤町商店街の具体的な施策や事業主体を含めた協議を行った。 

総 合 政 策 部 都 市 創 造 課 



 (2) 中心市街地活性化協議会への支援 

  ア 中心市街地活性化協議会負担金 

    中心市街地活性化協議会の活動を支持するため、事務局経費の一部を負担した。 

    中心市街地活性化協議会事務局運営費負担金         ５９７，０８４円 

 (3) 中心市街地活性化事業の推進 

  ア 中心市街地活性化情報発信事業 

(ｱ) まちなかを巡るモニターツアー事業 

中心市街地の魅力を発信してもらうため、情報発信力の強い地域のブロガーやＳＮＳ利用者を招いて、 

年２回モニターツアーを開催した。 

 令和２年１２月１２日開催 モニター６名 記事６本 

 令和３年３月１３日開催 モニター８名 記事６本 

   (ｲ) まちなかなぅ事業 

本市のホームページに｢よなご まちなかなぅ ～まちなか特派員報告～｣のコンテンツを作成し、個 

人ブログで本市の中心市街地等に関する記事を発信している方を、｢まちなか特派員｣として１０名を任 

命し、本市のホームページに各特派員のブログへのリンクを張り、特派員自らのブログを通じて中心市 

街地エリアの見どころ、まちなかの楽しさやにぎわいの様子などの発信に取り組んだ。 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日 記事５３本 

 

４ 水源対策関係 

(1) 旧淀江町簡易水道事業に係る水道事業債償還金の一部について、次のとおり費用負担を行った。 

  ア 水道事業出資金     ４，４９９，６４２円 

  イ 水道事業補助金       ８３５，８４９円 

(2) 新良路地区飲用水給水設備の修繕を行った。 

 修繕費        １３，５７４，０００円 

(3) 浅山地区飲用水給水設備の修繕を行った。 

修繕費           ４９５，０００円 

 

５ 高等教育機関連携事業 

(1) 高等教育機関の充実発展への支援 

鳥取大学医学部及び、米子工業高等専門学校の発展と産学連携の強化を目的に、様々な事業を実施してい

る鳥取大学振興協力会及び、米子工業高等専門学校振興協力会の活動に対し、引き続き協力を行った。 

 

６ わかりやすいまちづくり推進関係 

 (1) 通りの通称の命名 

自分たちが暮らしている街に愛着を持つとともに、わかりやすいまちづくりを推進するため、通りに通称

を命名する取組を実施し、第五弾として一般県道皆生西原線（米子市観光センターから国道９号まで）の約

２．６ｋｍを“皆生通り”、国道４３１号の一部区間（皆生大橋から一般県道両三柳西福原線合流地点まで）

の約５．６ｋｍを“けやき通り”と命名した。また、第六弾として一般県道米子環状線の一部区間（都市計

画道路葭津和田町線）の約２．３ｋｍを“和崎かけはし通り”と命名した。 


